
いき がい君   やり がいちゃん    おたがい様 

令和 7 年（ ２ ０ ２ 5 年） 度版 

岡崎市 福祉部 長寿課 



高齢者のサービ ス ガイ ド  

ご利用にあたっ て 

 

●高齢者のサービス ガイ ド は、 高齢者向けの保険・ 福祉サービ

ス の概要をま と めたも のです。  

 

●掲載内容は令和 7 年（ 2 0 2 5 年） ４ 月１ 日現在のも ので

す。 その後、 変更になる こ と があり ま す。 ご了承く ださ い。  

 

●各サービス の詳し い内容については、 各担当ま でお問い合わ

せいただく か、 岡崎市のホームページをご確認く ださ い。  

岡崎市ホームページは 

h ttp s ://w w w .c ity.oka z a ki.lg .jp / です。  

 

●最新情報は、 岡崎市ホームページにて更新し ていま す。  

各ページで紹介し ている サービス 名の右側に QR コ ード があ

る サービス については、 そちら をス マート フ ォ ン等でお読み

取り く ださ い。  
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１  健康である ためのサービス  

○老人福祉センタ ー 

市内６ カ所にある 高齢者の地域交流、 余暇活動の場です。  

娯楽室、 浴室など を利用でき ま す。（ 6 0 歳未満の方も 利用可）  

各老人福祉センタ ーでは高齢者向けに定期講座や介護予防教室など を実施し ていま す。  

施設名 
電話 

FA X 
所在地 備考 

高年者センタ ー岡崎 

「 と はなす岡崎」  

5 5 -0 1 1 6  

5 5 -0 1 5 6  
美合町下長根２ 番地１  

入場料： 無料 

（ 入浴のみ１ 回 1 0 0 円）  

 

開館時間： ９ 時～1 7 時 

（ 入浴は 1 0 時 3 0 分～1 5 時）  

 

 

休館日 

・ 日曜日 

・ 祝日（ 敬老の日を除く ）  

・ 年末年始 

（ 1 2 月 2 9 日～１ 月３ 日）  

中央地域福祉センタ ー 

「 と はなす中央」  

2 5 -7 7 0 1  

2 5 -7 7 1 3  
梅園町寺裏５ 番地１  

北部地域福祉センタ ー 

「 と はなす北部」  

4 5 -8 7 9 0  

4 5 -8 7 9 1  
岩津町西坂 5 4 番地１  

南部地域福祉センタ ー 

「 と はなす南部」  

4 3 -6 6 0 0  

4 3 -6 7 8 1  
下青野町天神 7 8 番地 

西部地域福祉センタ ー 

「 と はなす西部」  

3 4 -3 2 1 1  

3 4 -3 2 1 2  
宇頭町小薮 7 0 番地１  

東部地域福祉センタ ー 

「 と はなす東部」  

4 8 -8 0 9 0  

4 8 -8 0 9 6  
山綱町中柴１ 番地 

※ 中央地域福祉センタ ーについては、 入浴サービス は実施し ており ま せん。  

※ 入浴料金については、 令和７ 年 1 0 月 1 日から １ 回２ 0 0 円へと 変更になり ま す。  

 

○老人ク ラ ブ（ 愛称： はつら つク ラ ブ岡崎）  

市内には約 2 0 0 の老人ク ラ ブがあり 、 おおむね 6 0 歳以上の会員が、 生活と  

地域を 豊かにする 活動に取り 組んでいま す。  

老人ク ラ ブに入って、 充実し たシニアラ イ フを送り ま せんか。  

活動例 

分野 内容 

健康づく り 活動 グラ ウ ンド ・ ゴルフ 、 ウ ォ ーキング、 ゲート ボール、 ボウ リ ングなど 

文化活動 囲碁・ 将棋、 研修会、 作品展、 舞踊、 研修旅行など  

奉仕活動 清掃、 友愛訪問、 登下校見守り 、 小学生と の交流授業など 

 

入会でき る ク ラ ブは、お住ま いの地域によ って異なり ま す。わから ない場合は、事務局へお問い合わせく

ださ い。  

問合せ先 
各地域の老人ク ラ ブ または 老人ク ラ ブ事務局（ 福祉会館１ 階 1 9 番窓口）  

電話 2 3 -6 1 5 3   FAX 2 3 -6 5 2 0  

はつら つク ラ ブ岡崎 

ロ ゴマーク  
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○ボラ ンティ ア活動 

自分の役割がある こ と は心の支えと なり 、 生き がいのある 生活を支える コ ツ と なり ま す。  

ボラ ンティ ア活動は多種多様です。 ご自身に合った活動を探し てみま せんか？ 

活動場所 内容 

家庭 ベルマーク 収集、 書き 損じ はがき の寄付、 各種募金活動への協力など 

地域 趣味を 活かし た活動、 環境美化活動、 困り ごと を抱えた方への支援活動など 

施設 話し 相手、 趣味を 活かし た交流、 病院での支援活動など 

学校 障がい児の支援、 朗読活動、 昔遊びを教える 等の課外活動への協力など  

問合せ先 
岡崎市社会福祉協議会 ボラ ンティ アセンタ ー（ 岡崎市社会福祉センタ ー１ 階）  

電話 4 7 -7 9 5 5   FA X 4 7 -7 9 5 6  

 

○シルバー人材センタ ー 

高齢者の豊かな知識・ 経験・ 技能を活かすこ と のでき る 仕事を 、 企業・ 一般家

庭・ 公共機関から 引き 受け、高齢になっても 健康で働く 意欲のある 方が会員登

録する こ と によ り 、仕事を提供し 、健康で生き がいのある 毎日を過ごし ていた

だく も のです。  

現在、市内で 1 ,0 0 0 人余の会員が元気に働いていま す。一緒に働き ま せんか。 

登録ご希望の方は、 本部で実施する 入会説明会（ 毎月第 3 水曜日午前実施） にご参加く ださ い。  

問
合
せ
先 

本部       岡崎市社会福祉センタ ー２ 階 
電話 4 7 -7 3 8 0  

FA X 4 7 -7 3 8 5  

花園支所     花園高齢者生き がいセンタ ー 
電話 4 5 -8 3 0 6  

FA X 4 5 -8 3 0 9  

※ 花園高齢者生き がいセンタ ーは、 令和８ 年３ 月 3 1 日を も って廃止と なり ま す。  

 

○健康手帳 

内容 取得方法 

健康管理に役立てる ための手帳を 

市のホームページで公開し ていま す。  

市ホームページから 健康手帳の様式を ダウ ンロ ード

する こ と で取得でき ま す。  

左上の QR コ ード を読み取る か、 サイ ト 内検索で 

 岡崎市 健康手帳  と 検索し てく ださ い。  

※ ダウ ンロ ード が難し い場合は、  

岡崎市保健所で交付する こ と ができ ま す。  

問合せ先 
健康増進課 成人・ 難病支援係（ げんき 館２ 階）  

電話 2 3 -6 6 3 9   FA X 2 3 -5 0 7 1  
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○予防接種 

予防接種の助成を行っていま す。（ 一部自己負担あり ）  

項目 内容 対象者 

高齢者 

イ ンフ ルエンザ 

・ 新型コ ロ ナ 

予防接種 

◇接種券は個別に送付 

◇接種時期 

1 0 月～翌年１ 月 

◇6 5 歳以上の方 

◇一定の障がいのある 6 0 歳～6 4 歳の方 

高齢者 

肺炎球菌 

予防接種 

◇6 5 歳の方の接種券

は個別に送付 

◇接種時期 

 通年 

◇6 5 歳の方 

◇一定の障がいのある 6 0 歳～6 4 歳の方 

※ 過去に一度でも 肺炎球菌ワ ク チン（ 2 3 価） の接種を

受けたこ と がある 方は対象外 

帯状疱疹 

予防接種 

◇接種券は個別に送付 

◇接種時期 

7 月～翌年 3 月 

◇年度末現在で 6 5 歳、 7 0 歳、 7 5 歳、 8 0 歳、  

8 5 歳、 9 0 歳、 9 5 歳、 1 0 0 歳以上の方 

（ 1 0 1 歳以上の方は令和 7 年度のみ、 7 0 歳以上の方

は令和 1 1 年度ま で対象）  

◇一定の障がいのある 6 0 歳～6 4 歳の方 

※ 過去に助成を受けたこ と がある 方は対象外 

問合せ先 
ワ ク チン接種推進室 予防接種係（ げんき 館２ 階）  

電話 2 3 -6 7 1 4   FA X 2 3 -6 6 2 1  

 

○健康診査 

生活習慣病予防およ び疾病の早期発見・ 早期治療を 目的に、 健康診査を実施し ていま す。  

自分の健康状態を確認する ためにも 、 １ 年に１ 度は健康診査を 受診し ま し ょ う 。  

※ 以下のいずれか一つを 選んで受診でき ま す。  

項目 内容 対象者 

個別健診 

◇実施期間 ６ 月～1 0 月（ 予定）  

◇無料  

◇申込不要 

・ 国民健康保険加入者で 6 5 歳以上の方 

・ 後期高齢者医療制度加入者 

人間ド ッ ク 健診 

◇実施期間 ４ 月～翌年３ 月（ 予定）  

◇自己負担あり  

◇要申込 ・ 国民健康保険加入者で 3 0 歳以上の方 

・ 後期高齢者医療制度加入者 

ミ ニド ッ ク 健診 

◇実施期間 ６ 月～翌年２ 月（ 予定）  

◇自己負担あり  

◇要申込 

上記対象者に該当し ない方は、加入し ている 医療保険者（ 健康保険証の発行元） へお問い合わせく ださ い。  

後期高齢者医療制度加入者が上記健診を受診し た結果、 フレ イ ル（ 虚弱状態） に該当し た方には、 長寿課

から 介護予防事業の案内が届き ま す。  

問合せ先 
国保年金課 健診指導係（ 東庁舎１ 階 1 0 番窓口）  

電話 2 3 -6 2 7 5   FA X 2 7 -1 1 6 0  
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○結核定期健康診断 

内容 対象者 備考 

胸部エッ ク ス 線

（ 直接撮影）  
6 5 歳以上 

国民健康保険・ 後期高齢者医療加入者は個別特定健診と 同時に実施 

※ 上記以外の方は、 肺がん検診に結核健診を含む 

問合せ先 
生活衛生課 感染症対策係（ げんき 館２ 階）  

電話 2 3 -5 0 8 2   FA X 2 3 -6 6 2 1  

○がん検診など  

種類 内容 対象者 参考 備考 

胃がん検診 

胃カメ ラ （ 胃内視鏡） 検査 
5 0 歳以上の 

偶数年齢の方 

毎年５ 月末に 

対象者へ送付

する 「 がん検

診等ご案内」

に詳細記載 

 

対象者には 

「 がん検診等

受診券」 を あ

わせて送付 

 

バリ ウ ムを飲んだ後、  

胃部エッ ク ス 線撮影 

4 0 歳以上の方 
肺がん検診 

胸部エッ ク ス 線直接撮影 

喀痰細胞診検査（ 必要と 認めた方

のみ実施）   

大腸がん検診 便潜血反応検査（ 二日採便法）  

前立腺がん検診 Ｐ Ｓ Ａ 検査（ 血液検査）  6 5 歳の男性 

骨粗し ょ う 症健診 骨密度 

2 0 歳以上の 

女性 

隔年受診 

前年度の 

受診者は 

対象外 

子宮がん検診 

子宮頸部の細胞診 

体部の細胞診（ 医療機関の検診で

医師が必要と 認めた方のみ実施）  

乳がん検診 
マンモグラ フ ィ  

（ 乳房エッ ク ス 線撮影）  

4 0 歳以上の 

女性 

肝炎ウ イ ルス 検診 

B 型肝炎ウ イ ルス 検査 

C 型肝炎ウ イ ルス 検査 

（ 血液検査）  

4 0 歳の方及び

4 1 歳以上で 

過去に 受診し

ていない方 

 

歯周疾患健診 
口腔内検査・ 歯周ポケッ ト 測定、

はみがき 指導など 

1 6 歳以上で他

に 受診 機会の

ない方 

「 がん検診等

ご 案内」 に詳

細記載 

協力医療機関

で無料実施 

岡崎市 

幸田町 

問合せ先 
健康増進課 成人・ 難病支援係 電話 2 3 -6 6 3 9   FAX 2 3 -5 0 7 1  

歯周疾患健診については 歯科・ 栄養係 電話 2 3 -6 9 6 2  （ げんき 館２ 階）  

口腔機能健診 
口腔内検査・ 歯周ポケッ ト 測定、

舌・ 口唇・ 嚥下機能の検査など 

7 6 歳の方 

（ 後期高齢者 

医療被保険者）

４ 月末頃、 受

診券を対象者

に送付 

協力医療機関

で無料実施 

岡崎市 

幸田町 

問合せ先 
医療助成室 高齢者医療係（ 東庁舎１ 階 1 1 番窓口）  

電話 2 3 -6 8 4 1   FA X 2 7 -1 1 6 0   
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○介護予防教室 

6 5 歳以上のすべての方が利用でき ま す。  

「 介護予防教室や地域での介護予防活動」 を通じ て、 自立し た生活の維持を目指し ま す。  

岡崎市では、お住まいの近く で健康づく り や介護予防に取り 組める よ う 、介護予防教室等を開催し ています。

元気なう ちから 積極的に介護予防に取り 組みま し ょ う 。 詳細は市政だよ り をご覧く ださ い。  

 

項目 内容 定員・ 費用 開催場所 

寺子屋☆脳き ら り  

健康体操やス ト レ ッ チ、 認知

症予防のための脳ト レ ーニン

グやさ ま ざま なレ ク リ エーシ

ョ ンを行いま す。  

定員： 3 0 人程度 

費用： 無料 

図書館交流プラ ザ（ り ぶら ）  

南部市民センタ ー分館 

東部市民センタ ー 

き ら り シニア塾 

健康体操やス ト レ ッ チ、 介護

予防をテーマに講話やレ ク リ

エーショ ンを行いま す。  

定員： 2 0 ～3 0 人 

費用： 無料 
各老人福祉センタ ー（ P１ ）  

頭と 体の認知症 

予防ス ク ール 

認知症予防の脳ト レ ーニング

やコ グニサイ ズ、 講話など を 

1 0 回コ ース で行いま す。  

定員： 2 0 人程度 

費用： 無料 

※ 開催場所については、  

お問い合わせく ださ い。  

送迎付き  

介護予防教室 

自ら 通いの場への参加が困難

で 介護予防を 必要と する 方

に、 送迎付き で介護予防教室

を行いま す。  

定員： ３ 人～2 0

人（ 各事業所ごと

に設定）  

費用： 5 0 0 円/回 

※ 開催場所については、  

お問い合わせく ださ い。  

問合せ先 
長寿課 予防係（ 福祉会館１ 階 1 9 番窓口）  

電話 2 3 -6 8 3 7   FA X 2 3 -6 5 2 0  

○短期集中型通所サービ ス  

筋力が落ちて、 歩く のが遅く なってき た。 疲れやすく なって、 趣味をやめてし ま った。 コ ロ ナの影響で体

を動かすこ と が減ったなど 、 仕方がないと あき ら めていま せんか？ 

身体機能の維持・ 改善を目指し たプロ グラ ムの実施で、 自分ら し い生活の維持に向けて取り 組んでみま

せんか。 利用にあたっては、 担当の地域包括支援センタ ー（ Ｐ 3 3 、 3 4 ） へご相談く ださ い。  

 

対象者 内容 期間・ 費用 開催場所 

・ 要支援 1 ・ ２ の方 

・ 事業対象者 

6 5 歳以上で基本

チェ ッ ク リ ス ト に

よ る 判定を受けた

方 

理学療法士・ 作業療法士など

専門職が、 通所と 訪問を組み

合わせたリ ハビリ テーショ ン

を中心と し たプロ グラ ムを提

供する こ と で生活機能の維持

や改善を図り ま す。  

期間： 6 カ月 

通所： 週 1 回 2 時間 

訪問： 利用期間中 

１ ～３ 回 

費用： 無料( 送迎も 可) 

市内の各事業所 

お住ま いの地区によ

り 利用でき る 事業所

が決ま り ま す。  

問合せ先 
長寿課 予防係（ 福祉会館１ 階 1 9 番窓口）  

電話 2 3 -6 8 3 7   FAX 2 3 -6 5 2 0  
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○岡崎ごま んぞく 体操 

いつま でも 、 自分で生活する ためのおも り を使った筋ト レ 体操です。  

継続する こ と で、 筋力がつき 毎日の生活で動く こ と が楽になり ま す。  

みんなと やる こ と で気持ちが明る く なり ま す。  

自分たちが、 自分たちで、 自分たちのためにやってみま し ょ う 。  

興味のある 方は、 お気軽にご連絡く ださ い。  

内容 必要なも の 

週１ 回以上約 4 0 分間で、 おも り を使った６ 種類の

筋力体操です。  

１ グループ５ 人以上で行いま す。  

体操のでき る 場所、 イ ス 、 飲みも の、 血圧計 

※ 体操に使う おも り は貸し 出し ま す。  

問合せ先 
長寿課 予防係（ 福祉会館１ 階 1 9 番窓口）  

電話 2 3 -6 8 3 7   FA X 2 3 -6 5 2 0  

 

○岡崎モグザえも ん体操 

岡崎モグザえも ん体操は、 所要時間は 1 0 分程度で口や喉の筋肉を鍛える 7 種類の体操です。  

口腔機能を維持・ 向上する こ と で、 いつま でも 自分でし っかり と 噛んで食べ、  

楽し く おし ゃべり ができ 、 活動的な生活を送る こ と ができ ま す。  

岡崎ごま んぞく 体操と 一緒に、 こ の体操も やっ てみま し ょ う 。  

 

問合せ先 
長寿課 予防係（ 福祉会館１ 階 1 9 番窓口）  

電話 2 3 -6 8 3 7   FA X 2 3 -6 5 2 0  

 

○毎日せいかつ体操 

毎日せいかつ体操は、 自宅で生活し ながら も 全身の筋力の維持・ 向上が図れる 体操や健康維持のため

に大切な生活上の工夫を紹介し たパン フ レ ッ ト で長寿課や各支所で配布し ていま す。 自宅ででき る 運

動を続ける こ と で筋力を維持し 、 動き やすい体を作る こ と ができ ま す。  

問合せ先 
長寿課 予防係（ 福祉会館１ 階 1 9 番窓口）  

電話 2 3 -6 8 3 7   FA X 2 3 -6 5 2 0  

 

○いき いき ク ラ ブ・ ふれあい健康ク ラ ブ 

各小学校区単位で、 学区福祉委員会等を中心に介護予防の通いの場が開催さ れていま す。  

月に１ ～２ 回程度、 介護予防体操や脳ト レ ーニング、 レ ク リ エーショ ン、 季節に合った 

イ ベント など を地域の方が企画し 、 行っていま す。  

問合せ先  
長寿課 予防係（ 福祉会館１ 階 1 9 番窓口）  

電話 2 3 -6 8 3 7   FA X 2 3 -6 5 2 0  
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○出前講座（ 健康長寿に関し て）  

いつま でも 若々し く いき いき と 生活でき る よ う に、 保健師等によ る 出前講座を実施し ていま す。  

タ イ ト ル 内  容 

健康長寿を目指そう  
◇健康長寿の３ つのポイ ント 「 運動」 「 栄養・ 口腔」 「 社会交流」  

◇病気の管理について ◇体操 等 

フ レ イ ルについて知ろう  ◇フ レ イ ルってなに？ ◇手軽に出来る フ レ イ ルチェ ッ ク の紹介 

介護予防体操 
◇ごま んぞく 体操・ モグザえも ん体操の体験 

◇自宅ででき る 体操の紹介 

認知症を予防し よ う  ◇認知症予防について ◇脳ト レ ◇レ ク リ エーショ ン 

問合せ先 
長寿課 予防係（ 福祉会館１ 階 1 9 番窓口）  

電話 2 3 -6 8 3 7   FA X 2 3 -6 5 2 0  

※ 上記以外の出前講座は、 生涯学習課（ 電話 2 3 -3 1 5 8 ） へお問い合わせく ださ い。  

 

○ふれあいデイ サービス （ 額田地域） 在宅福祉サービス  

額田地域にお住ま いの方で施設へ日帰り で出かけ、 食事・ レ ク リ エーショ ンなど で気分転換をし ま す。  

実施場所 費用 実施回数 対象者 

ふれあい 

デイ サービスセンタ ー 

（ 樫山町）  

利用料金 3 0 0 円/回 

（ ＋ 昼食 5 0 0 円/回） 
月３ 回程度 

①・ ②のど ちら にも 該当する 方 

① 額田地域にお住ま いの 

6 5 歳以上の方 

② 介護保険の認定を 

受けていない方 

※ふれあいデイ サービス センタ ーは、 令和８ 年３ 月 3 1 日を も って廃止と なり ま す。  

 

 利用を始める には  

・ 事前の施設見学と 長寿課への申請書類の提出が必要です。  

 詳細は、 長寿課にお問い合わせいただく か、 市ホームページにてご確認く ださ い。  

・ 申請は、 窓口に直接、 ま たは郵送にて受け付けていま す。  

 

 提出の代行  

地域包括支援センタ ー（ P3 3 、 3 4 ） が申請書類の提出を代行する こ と ができ ま す。  

 

問合せ先 

見学について 
ふれあいデイ サービス センタ ー（ 河仲公民館併設）  

電話 8 2 -4 0 4 8  

申請について 
長寿課 地域支援係（ 福祉会館１ 階 1 9 番窓口）  

電話 2 3 -6 1 4 7   FA X 2 3 -6 5 2 0  

申請書類はこ ちら  
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２  介護や支援が必要と なっ たと き のサービス  

○介護保険制度 

介護保険制度は、 介護の不安や負担を社会全体で支える ための制度です。  

4 0 歳以上の方が、 被保険者（ 加入者） と し て保険料を負担し 、 介護や支援が必要と なったと き に、 サー

ビス を 利用する こ と ができ ま す。  

サービ ス を利用する ためには、 要介護・ 要支援認定の申請が必要です。  

 

申請の結果、 要介護１ ～５ の認定を受けた「 日常生活に介護が必要」 な方は、 訪問介護（ ホームヘルプサ

ービス ） や通所介護（ デイ サービス ） など の在宅サービス や施設サービス を利用する こ と ができ ま す。  

 

申請の結果、 要支援１ ・ ２ の認定を 受けた「 こ れから 介護状態になら ないための支援が必要」 な方は、 介

護予防・ 自立支援のためのサービス と し て、以下のよ う な仕組みでサービス を利用する こ と ができ ま す。  

 

介護予防サービス  

サービ ス 内容 対象者 

訪問看護、 訪問リ ハビリ 、 通所リ ハビ リ 、  

福祉用具貸与など 

（ 訪問介護、 通所介護を除いた在宅サービス ）  

◇要支援１ ・ ２ の認定を受けた方 

介護予防・ 日常生活支援総合事業 

サービ ス 内容 対象者 

サービ ス ・ 活動事業 

◇訪問型サービス （ ホームヘルプサービス ）  

 ※ 困り ごと 支援型訪問サービス （ Ｐ 2 9 ）  

◇通所型サービス （ デイ サービス ）  

 ※ 短期集中型通所サービス （ Ｐ 5 ）  

◇要支援１ ・ ２ の認定を受けた方 

◇基本チェッ ク リ スト によ り 事業対象者と なった方 

（ 介護認定申請を省略し 、基本チェ ッ ク リ ス ト の 

判定のみで迅速にサービス を 利用でき ま す。）  

一般介護予防事業 

◇介護予防教室（ Ｐ 5 ）  

◇サロ ンなど の地域での介護予防活動（ P６ ）  

◇6 5 歳以上のすべての方 

 

介護予防・ 日常生活支援総合事業によ り 、こ れから の介護予防のためのサービス は、全国一律の基準によ

る サービス ではなく 、 岡崎市が地域性に応じ た多様なサービス を提供し ていき ま す。  

 

ま た、 サービス を利用する だけではなく 高齢者の方も ボラ ンティ ア等の 

担い手側と し て従事し ていただく こ と も 想定し ており 、 生き がい創出や 

社会参加を目指し ま す。  

 

 

 

 



２  介護や支援が必要と なったと き のサービス                                 

9  
 

主な利用手続き と 必要な書類・ 問合せ先 

サービ ス を 利用する ためにの相談・ 申請 

主な場合 必要書類 

デイ サービス やホームヘルプサービス  

を利用し たいと き  

心身の状態によ って利用方法が変わり ま すので、  

担当の地域包括支援センタ ー（ P3 3 、3 4 ） にご相談く ださ い。 

上記以外のサービス を利用し たいと き  要介護・ 要支援認定申請書（ 新規）  

介護保険認定調査場所・

立会人・ 連絡先記入票 

認定を 受けた後で心身の状態が 

変わっ たと き  
要介護・ 要支援認定申請書（ 変更）  

認定有効期間が終了する が、  

引続き サービス 利用を希望する と き  
要介護・ 要支援認定申請書（ 更新）  

※ 一時的な病気やケガで病院等に入院さ れている 方は、 症状が安定し ない状態では訪問調査や医師の 

意見書の作成を行う こ と ができ ま せんので、 症状が安定し てから 申請し ていただく よ う お願いし ま す。 

問合せ先 
介護保険課 審査係・ 調査係（ 福祉会館１ 階 1 9 番窓口）  

電話 2 3 -6 6 8 3 ・ 6 6 8 4   FAX 2 3 -6 5 2 0  

 

 

サービ ス の利用に関し てする 届出・ 申請 

主な場合 必要書類 問合せ先 

市外の施設を入退所する と き  住所地特例 適用・ 変更・ 終了届 介護保険課 

保険料係 

2 3 -6 6 4 7  市外の施設を死亡によ り 退所し たと き  資格取得・ 異動・ 喪失届 

ケアプラ ンを作成し ても ら う と き  居宅サービス 計画作成依頼届出書 

介護保険課 

給付係 

2 3 -6 6 8 2  

福祉用具を買ったと き  
福祉用具購入

費支給申請書 

領収書、 福祉用具の 

パンフ レ ッ ト の写し  

手すり をつける 等、 住宅改修を 

行いたいと き （ Ｐ 1 0 ）  

住宅改修費 

支給申請書 

見積書、 工事前の写真、  

住宅改修必要理由書兼 

同意書、 平面図等 

施設入所者で、 食費・ 居住費の軽減を 

受けたいと き （ Ｐ 1 3 ）  

負担限度額 

認定申請書 

口座名義、普通（ 定期） 預貯金

の直近残高がわかる 預貯金通

帳の写し 等 

介護費用が高額になったと き （ Ｐ 1 3 ）  高額介護サービス 費支給申請書 

 

詳し く は、 介護保険課で配布し ている 『 あなたと 歩む介護保険』（ 岡崎市発行） を ご覧く ださ い。  
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○住宅改修費支給 

 介護保険制度 

対
象
者 

要介護・ 要支援認定を受け、 在宅で生活を し ている 方 

支
給
金
額 

対象者１ 人につき 上限額2 0 万円から 自己負担１ 割、 ２ 割ま たは３ 割を 差し 引いた額を支給（ 保

険給付）  

上限額ま では、 何回でも 受給でき ま す。  

内
容 

◇手すり の取付け 

◇段差解消 

◇滑り の防止、 移動の円滑化などのための床材の変更 

◇引戸など への扉の取替 

◇洋式便器など への便器の取替 

◇その他、 各改修に付帯し て必要な改修 

申
請
方
法 

◇工事着工前にケアマネジャ ー等に相談後、 申請書類の一部を事前提出 

◇工事完了後いったん全額を 支払い、 領収書を提出し 、 正式に支給申請。 その後支給 

受領委任払い 

上限額の範囲内の自己負担１ 割、 ２ 割ま たは３ 割を 支払い。 支給額は事業者が代わり に受け取る

方法（ 実施可能な事業者のみ）  

 

 

問合せ先 

対象者 相談先 

◇担当のケアマネジャ ーが決ま っている 方 担当のケアマネジャ ー 

◇担当のケアマネジャ ーが決ま っていない方 

福祉住環境コ ーディ ネータ ー２ 級以上の有資格者の所

属する 改修事業所、ま たは担当の地域包括支援センタ ー

（ P3 3 、 3 4 ）  
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○高齢者入所施設 

施設名 内容 備考 

① 介護老人福祉施設 

（ 特別養護老人ホーム） 

常時介護が必要な介護保険上の要介護者

であって、 家庭において介護を 受ける こ

と が難し い方が入所する 施設です。  

原則、 要介護３ 以上の方 

※ 要介護１ ・ ２ の方は、 特例 

入所のみ 

② 介護老人保健施設 

病状が安定し ており 、 入院する 必要はな

いがリ ハビリ テーショ ン、看護、介護を必

要と する 要介護高齢者等が入所し 、 家庭

復帰を めざす施設です。  

要介護１ 以上の方 

③ 介護医療院 

急性期の治療が終わり 、 病状は安定し て

いる も のの、 長期間にわたり 療養が必要

な方が対象の施設です。 医療体制の整っ

た施設で、 医療や介護など を 一体的に行

いま す。  

要介護1 以上の方 

④ 認知症高齢者 

グループホーム 

中程度の認知症高齢者が共同生活を 送り

ながら 、 日常生活の介護や機能訓練を 受

ける 施設です。  

要支援２ 以上の方 

※ 地域密着型サ ービ ス の た

め、 岡崎市の介護保険被保

険者の方のみ 

⑤ 軽費老人ホーム 

（ ケアハウ ス ）  

低額な料金で入所する 施設です。  

なお、 ケ アハウ ス は軽費老人ホームの一

種ですが、 自立的な生活を 望む高齢者の

方に生活相談、入浴、食事の提供を行う 施

設です。  

家庭環境や住宅事情等の理由

によ り 家庭で生活する こ と が

難し い6 0 歳以上の方 

⑥ 有料老人ホーム 

高齢者と 設置者と の自由契約に基づき 、

食事の提供、 健康管理等のサービ ス を 受

けながら 生活する 施設です。  

 

 

※ 市内にある 施設一覧については、 介護保険課で配布し ている 『 岡崎市老人福祉施設等ガイ ド 』 を 

ご覧く ださ い。  

 

問合せ先 
介護保険課 給付係（ 福祉会館１ 階 1 9 番窓口）  

電話 2 3 -6 6 8 2   FAX 2 3 -6 5 2 0  
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○介護サービス 利用料の医療費控除 

医療系の介護（ 居宅・ 施設） サービス の自己負担額及び医療系の居宅サービス と 併せて利用する 居宅 

サービ ス 等に係る 自己負担額は、 医療費控除の対象と なる 場合があり ま す。  

対象サービス の

問合せ先 

介護保険課 給付係（ 福祉会館１ 階 1 9 番窓口）  

電話 2 3 -6 6 8 2   FA X 2 3 -6 5 2 0   

 

○おむつ代の医療費控除 

寝たき り の状態で、 治療上おむつの使用が必要な方については、 おむつ代が医療費控除の対象と なり

ま す。 確定申告では「 領収書」 と 医師の発行し た「 おむつ使用証明書」 が必要と なり ま す。  

一定の条件に該当する 場合、 市で「 主治医意見書内容確認証明書」 を発行し 、 おむつ使用証明書に代

える こ と ができ ま す。（ １ 通2 0 0 円）  

証明書の 

問合せ先 

介護保険課 審査係・ 調査係（ 福祉会館１ 階 1 9 番窓口）  

電話 2 3 -6 6 8 3 ・ 6 6 8 4   FA X 2 3 -6 5 2 0  

 

○障がい者控除・ 特別障がい者控除 

内容 対象者 

身体障がい者手帳等の交付を 受けていない方でも 、

同程度の障がいがあ る と 市から 認定を 受けた方は

所得税等の控除を受けら れる 場合があり ま す。  
 

控除額 障がい者控除 特別障がい者控除 

所得税 2 7 万円 4 0 万円 

住民税 2 6 万円 3 0 万円 
 

1 2 月3 1 日現在岡崎市に住民票があり 、 6 5 歳 

以上で①・ ②のいずれかに該当する 本人ま たは 

その扶養親族の方はお問い合わせく ださ い。  

 

① 要介護１ ～５ の方で身体障がい者手帳・ 療育

手帳・ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け

ていない方 

② 介護認定を受けていない寝たき り 高齢者 

（ ６ カ月以上就床）  

※ 電子申請・ 郵送申請可 

認定の 

問合せ先 

介護保険課 審査係（ 福祉会館１ 階 1 9 番窓口）  

電話 2 3 -6 6 8 3   FAX 2 5 -6 5 2 0  

 

※ 上記３ つの確定申告のお問い合わせは 

確定申告の 

問合せ先 

岡崎税務署（ 岡崎合同庁舎内）  

電話 5 8 -6 5 1 1 （ 自動音声案内）  
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○介護サービス 利用料本人負担の減免・ 減額 

内容 対象者 

所得の低い方は、 右の介護サービス  

利用時の食費・ 居住費（ 滞在費） の本

人負担額が申請によ り 軽減さ れる 場

合があり ま す。  

※ 軽減を受ける には「 介護保険負担 

限度額認定証」 が必要です。  

◇施設サービス （ Ｐ 1 1 ①～③の３ 施設）  

◇短期入所サービス  

◇地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

（ 地域密着型特別養護老人ホーム）  

上記のサービス を利用さ れる 方のう ち、  

介護保険料所得段階が第１ ～３ 段階の方 

 

※ 次の方は対象外 

① 同一世帯か否かにかかわら ず、 配偶者が住民税課税の方 

② 預貯金など の資産が一定額を超える 方 

問合せ先 
介護保険課 給付係（ 福祉会館１ 階 1 9 番窓口）  

電話 2 3 -6 6 8 2   FA X 2 3 -6 5 2 0  

○高額介護サービス 費の支給 

介護保険での利用者負担額が、 月額で定めら れている 世帯や個人の上限額を超えた場合、 超えた分が払い

戻さ れます。 対象の方には「 高額介護サービス 費支給申請書」 を送付し ますので、 申請し てく ださ い。  

高額介護サービス 費支給の対象外の費用 

福祉用具購入費の利用者負担額、 住宅改修費の利用者負担額、 区分支給限度額を 超えた利用者負担、

食費、 居住費（ 滞在費）、 日常生活費など 

問合せ先 
介護保険課 給付係（ 福祉会館１ 階 1 9 番窓口）  

電話 2 3 -6 6 8 2   FA X 2 3 -6 5 2 0  

○家族介護用品購入助成券（ おむつ券） 在宅福祉サービ ス  

内容 対象者 

紙おむつ等の購入助成券を支給 

◇支給枚数 おむつ券（ 額面２ ,7 0 0 円） を 

年間最大1 2 枚 

◇支給回数 年間２ 回（ ４ 月・ 1 0 月）  

      ※ 初回は、 利用決定月に支給 

◇支給方法 書留にて郵送 

◇使用方法 購入金額3 ,0 0 0 円ごと に１ 枚 

◇自己負担 １ 枚ごと に3 0 0 円以上 

①～④すべての条件に該当する 方 

① 在宅（ 自宅） で介護を 受けている  

（ 入院・ 入所・ 短期宿泊利用日を除いた在宅日数が 

月に1 0 日以上である ）  

② 要介護３ ・ ４ ・ ５ の認定を受けている  

③ おむつを使用し て介護を受けている  

④ 対象者本人の市民税が非課税である  

対象品目 使用例 

・ 紙おむつ 

パンツ タ イ プ 

平板タ イ プ 

パッ ド タ イ プ 

・ 布おむつ 

・ 失禁パンツ 

・ おむつカバー 

おむつ等の 

購入金額 

利用でき る  

おむつ券枚数 

おむつ券 

の額 

自己負担 

の額 

3 ,0 0 0 円～ ～１ 枚 2 ,7 0 0 円 3 0 0 円～ 

6 ,0 0 0 円～ ～２ 枚 5 ,4 0 0 円 6 0 0 円～ 
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○訪問理美容サービス 助成券 在宅福祉サービス  

内容 対象者 

理容店・ 美容店が自宅に訪問し 、 ヘアカッ ト ・ シャ ンプー等

を受ける 際の助成券を支給 

◇支給枚数 訪問理美容券（ 額面2 ,0 0 0 円） を年間最大６ 枚 

◇支給回数 年間２ 回（ ４ 月・ 1 0 月）  

      ※ 初回は、 利用決定月に支給 

◇支給方法 書留にて郵送 

◇使用方法 １ 回の訪問につき １ 枚 

 

※ 料金は各店舗にお問合せいただき 、  

自己負担分は直接各店舗にお支払いく ださ い。  

※ サービス 当日は、 親族等の立会いが必要です。  

※ 認知症の症状によ る 拒否や危険行為のおそれがあ る 方

は、 各店舗と ご相談く ださ い。  

①～④すべての条件に該当する 方 

① 6 5 歳以上 

② 在宅（ 自宅） で介護を受けている  

（ 入院・ 入所・ 短期宿泊利用日を除いた

在宅日数が 

月に1 0 日以上である ）  

③ 要介護４ ・ ５ の認定を受けている  

④ 対象者本人の市民税が非課税である  

 

 利用を始める には（ おむつ券・ 訪問理美容サービ ス ）  

・ 長寿課へ申請書類の提出が必要です。  

 詳細は、 長寿課にお問い合わせいただく か、 市ホームページにてご確認く ださ い。  

・ 申請は、 窓口に直接、 ま たは郵送にて受け付けていま す。  

 

 

 

 受付ス ケジュ ール  

〈 窓口申請の場合〉       〈 郵送申請の場合〉  

受付日 利用決定日  受付日（ 必着）  利用決定日 

１ 日～月末 翌月１ 日 
 １ 日～2 5 日 翌月 1 日 

 2 6 日～月末 翌々月１ 日 

 

 提出の代行  

地域包括支援センタ ー（ P3 3 、3 4 ）ま たはケアマネジャ ーが申請書類の提出を代行する こ と ができ ま す。  

 

 

 

問合せ先 
長寿課 地域支援係（ 福祉会館１ 階 1 9 番窓口）  

電話 2 3 -6 1 4 7   FA X 2 3 -6 5 2 0  

申請書類はこ ちら  
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○認知症への支援 

認知症の症状や進行に伴い支援の方法を見直す必要があり ま す。 介護サービス 等を上手く 活用し 、  

介護負担の軽減や、 ご本人の尊厳を維持でき る 工夫をし てみま し ょ う 。  

 本人の様子 支援方法 サービス や制度名 頁 

軽
度
認
知
障
害
（
Ｍ
Ｃ
Ｉ
） 

・ 物忘れが多いが自立し て

生活でき ている  

・ 物の名前が出にく く なり

「 あれ」「 あの」 が増えて

く る  

・ 約束を忘れる 時がある  

・ 運転にミ ス がみら れる  

よ う になる  

・ 早めにかかり つけ医に相談、  

受診を する  

・ 認知症について理解を深める  

・ 本人が役割を持てる よ う な 

活動や趣味、 運動を続ける  

よ う なサポート を 行う  

・ こ れから の生活やも し も の時

の本人の意思を聞いておく  

・ 運転免許証の自主返納を 検討

する  

①物忘れや認知症につい

て気軽に話せる 場所等 
1 6  

②認知症に関する 相談 1 6  

⑤ 認知症サポーター養成講座 1 8  

○介護予防教室 5  

○免許返納について 

岡崎警察署 

交通課 免許係 

電話 5 8 －0 1 1 0  

 

認
知
症 

軽
度 

・ 同じ こ と を何度も 繰り 返す 

・ 置き 忘れやし ま い忘れが

多く なる  

・ 怒り っぽく なったり 、  

う つ傾向になる  

・ 物事への関心が薄れる  

・ 同じ も のを購入する  

・ 消費者被害に遭いやすい 

・ よ く 出かける 場所や近隣の方

に理解を深めても ら う  

・ 一人暮ら し の場合、見守り のサ

ービ ス 利用や地域での見守り

を検討する  

・ 接し 方の基本やコ ツを理解する  

・ 今後の治療方針や終末期のあ

り かたを 本人と 家族で相談し

ておく  

○介護保険の認定申請や

サービス 利用を検討 
8  

①物忘れや認知症につい

て気軽に話せる 場所等 
1 6  

⑥ 成年後見制度 1 8  

⑦ 日常生活自立支援事業 1 8  

○消費生活相談 3 5  

認
知
症 

中
度 

・ 着替えや排せつがう ま く  

でき ない 

・ 時間や場所が分から ない 

・ 道に迷い自宅に戻れなく  

なる  

・ 金銭管理がう ま く でき な

く なる  

・ 道迷いなどの対策と し て、持ち

物や服に名前を書いておく  

・ GPS 等によ る 位置情報検索の

ための民間サービ ス を 必要に

応じ て利用する  

・ 介護者の負担が増える ため、困

っ たこ と があ れば相談機関や

ケアマネジャ ー、かかり つけ医

など へ早めに相談する  

①物忘れや認知症につい 

て気軽に話せる 場所等 
1 6  

②認知症に関する 相談 1 6  

③認知症等の症状によ る  

行方不明等に備える  
1 7  

認
知
症 

重
度 

・ 会話がう まく でき なく なる  

・ 家族の顔が認識できなく なる  

・ 意思疎通が難し く なる  

・ 歩行や食事など 日常動作

ができ なく なる  

・ 費用負担軽減のための制度を知る  

・ 日常生活ができ なく なる こ と  

を理解する  

○介護・ 医療についての 

控除・ 減免・ 減額 

1 2  

1 3  

○おむつ券など在宅福祉 

サービス の利用 

1 3  

1 4  

問合せ先 
長寿課 予防係（ 福祉会館１ 階 1 9 番窓口）   

電話 2 3 -6 8 3 7   FAX 2 3 -6 5 2 0   ※ 相談は担当の地域包括支援センターへ（ Ｐ 3 3 、 3 4 ）  

・  

・  
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①物忘れや認知症について気軽に話せる 場所等 

交流や情報交換によ り 気持ちが楽になる こ と があり ま す。 お気軽にご参加く ださ い。  

②認知症に関する 相談 
認知症は早期の診断や治療が有効です。心配な様子があった場合、早めの相談や診断によ り 、家族の受容

や本人の意思を確認し ておく など、 こ の先に訪れる 大き な不安や戸惑いへの準備をし ま し ょ う 。  

ま ずは以下へご相談く ださ い。  

相談先 内 容 

かかり つけ医 
物忘れが気になり 始めたら 、 身近なかかり つけ医に相談し ま し ょ う 。  

必要に応じ て専門医のいる 病院を紹介し ても ら う こ と ができ ま す。  

認知症疾患医療 

センタ ー 

認知症の専門医療相談、 診断など を実

施し ている 医療機関です。  

岡崎市民病院認知症疾患医療センタ ー  

電話 6 6 -7 4 7 4  

認知症初期集中 

支援チーム 

医師を含む医療・ 介護の認知症専門員

がチームと なり 、 認知症の早期受診・

早期対応をお手伝いし ま す。  担当の地域包括支援センタ ー 

（ P3 3 、 3 4 ）  地域包括支援 

センタ ー 

市が設置する 高齢者の相談窓口で、 認

知症に関する 相談のほか、 介護、 医療

など 様々な相談に対応し ま す。  

愛知県認知症 

電話相談 

認知症の人と 家族の会愛知県支部が運

営し ています。 電話は、 認知症について

の知識、 介護経験を持つ者が対応し ま

す。  

電話 0 5 6 2 -3 1 -1 9 1 1  

相談 月曜日～金曜日 1 0 時～1 6 時 

（ 年末年始、 祝日除く ）  

愛知県若年性認知症 

総合支援センタ ー 

若年性認知症について医療機関受診の

サポート 、 診断後のサポート 、 各制度

利用についてのサポート を行っ ていま

す。  

電話 0 5 6 2 -4 5 -6 2 0 7  

相談 月曜日～土曜日 1 0 時～1 5 時 

（ 年末年始、 祝日除く ）  

若年性認知症 

コ ールセンタ ー 

ひと り で悩んでいま せんか。 若年性認

知症のこ と を 知ってく ださ い。 同じ 方

向を 向いて一緒に考えま し ょ う 。  

電話 0 8 0 0 -1 0 0 -2 7 0 7   

※ メ ール相談あり  

相談 月曜日～土曜日 1 0 時～1 5 時 

（ 年末年始、 祝日除く ）  

名称 内容 開催日等 

認知症本人交流会 
物忘れに不安のある 方や認知症と 診断さ れた本人同士が交流する

場 

市政だよ り を

ご覧く ださ い 

認知症介護家族 

交流会 
認知症の方を介護さ れている 方の情報交換の場 

介護教室・  

家族の会 

家庭での介護方法等の知識や介護技術等を 学んでいただく ための

教室（ 地域包括支援センタ ーで実施）  

認知症カフ ェ  

(オレ ンジカフ ェ ) 

認知症の本人やその家族、 地域の方などが気軽に交流する 場 

認知症や介護の相談可 

みんなで学ぶ 

認知症介護勉強会 

初期から 中期の認知症の方を介護し ている 家族の方等への講座 

知識の取得・ 仲間づく り ・ 個別相談など それぞれのご家族に合わ

せたサポート あり  

問合せ先 
長寿課 予防係（ 福祉会館１ 階 1 9 番窓口）  

電話 2 3 -6 8 3 7   FA X 2 3 -6 5 2 0  
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③認知症等の症状によ る 行方不明等に備える    

認知症等の症状によ る 行方不明などに備えるため、事前登録制度を始めと し た制度の利用を検討し まし ょ う 。 

名称 内容 対象者 

ア 認知症高齢者等 

事前登録制度 

 費用： 無料  

行方不明に備え、事前に情報登録を行う 制

度です。 市、岡崎警察署及び地域包括支援

セン タ ーで認知症高齢者等の情報を 共有

し 、ス ムーズな捜索、早期発見に繋げます。 

※ ウ  おかえり メ ールの配信も 参考に 

市内に住所のあ る 6 5 歳以上の

認知症等の方で、 自ら 出かけ行

方不明と なる 恐れのある 方 

（ 6 5 歳未満の若年性認知症も

含む： 要診断）  

イ  認知症高齢者等 

賠償責任保険 

 費用： 無料  

認知症状等がみら れる 方が、日常生活にお

ける 偶発な事故で法律上の損害賠償責任

を負った場合に、 最大1 億円を限度に被害

者に支払う べき お金を補償する 制度です。 

アに登録さ れ、  

類似する 保険 

に加入し てい 

ない方 

ウ  おかえり メ ール 

の配信 

アに登録さ れた方が行方不明と なった場合に、おかえり メ ール配信手順で見

守り 協力員へ捜索を依頼し ま す。  

（ 登録さ れていない方が行方不明と なった場合でも メ ール配信は可能です。）  

※ 見守り 協力員の登録は随時受付し ていま す。  

登録方法は以下のと おり です。 早期発見へのご協力をお願いし ま す。  

おかえり メ ール配信手順  見守り 協力員の登録方法 

右の QR コ ード を読み取る か、  

市ホームページのサイ ト 内検索で 

見守り 協力員と 検索し てく ださ い。「 見守り 協力員の登録

について」 のページに記載のメ ールアド レ ス に空メ ール

を送信、その後に届く メ ールに従って登録し てく ださ い。 

 登録完了後、 随時メ ールが配信さ れま すので、 可能な範

囲でご協力をお願いし ま す。  

 

 配信内容  

氏名、 年齢、 性別、 顔写真、  

特徴（ 髪型、 メ ガネ、 体格、 服装など）  

問合せ先  
長寿課 予防係（ 福祉会館１ 階 1 9 番窓口） 電話 2 3 -6 8 3 7   FAX 2 3 -6 5 2 0  

※ ア、 イ の申請は、 担当の地域包括支援セン タ ー（ Ｐ 3 3 、 3 4 ） やケアマネジャ ーが代行可 

 

 

 

協力員に 
メ ール配

 

警察へ、少し でも 早く  

行方不明の届出を 

お願いし ま す 

メ ール配信の 

希望も 同時に 
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④認知症サポータ ー養成講座 

認知症サポータ ーは、 ひと り でも 多く の方が認知症について知り 、 認知症の本人やその家族にと って住

みよ い地域と なる よ う でき る 範囲で手助けする 役割を 担いま す。 ま た、 認知症サポータ ー養成講座を 受

講し 、 地域でボラ ンティ アと し て活躍し たい方には、 認知症サポータ ーの会をご紹介し ま す。  

  

⑤成年後見制度 

認知症や知的障がい、 精神障がいなど の判断能力の十分でない方に代わって預貯金等財産の管理、 介護

サービ ス の利用や施設入所等の契約を家庭裁判所が選任し た成年後見人等が行う 制度です。  

相談先 名称 電話等 

岡崎市成年後見 

支援センタ ー 

岡崎市社会福祉協議会  

（ 岡崎市社会福祉センタ ー３ 階）  

電話 4 7 -8 7 6 0   

FA X 4 7 -8 7 5 3  

⑥日常生活自立支援事業 

認知症や知的障がい、 精神障がいなど の判断能力の十分でない方が自立し た地域生活を送れる よ う 、 福

祉サービス 利用支援（ 相談、 手続き など）、 日常的な金銭管理、 通帳・ 証書等の預かり など の援助を提供

し ま す。 社会福祉協議会（ 以下、「 社協」） の専門員が訪問調査し て、 契約締結審査会で承認さ れた後、 支

援計画を本人に提案し 、 本人と 愛知県社協及び岡崎市社協の３ 者で契約を締結し ま す。  

内容 対象者 利用料 

① 情報提供・ 助言 

② 福祉サービス 利用手続き 援助 

③ 福祉サービス 利用料の支払い 

④ 苦情解決制度の利用援助 

⑤ 日常的金銭管理サービ ス  

（ 生活費の引き 出し ・ 支払い）  

⑥ 書類等の預かり  

（ 通帳・ 印鑑の保管など）  

福祉サービ ス の利用や利用料の

支払い、日常的な金銭管理など に

ついては自分の判断で適切に行

う こ と が困難である が、契約書や

支援計画書の内容を 理解する こ

と のでき る 方 

◇福祉サービス 利用援助 

◇日常的金銭管理サービス  

１ 回1 ,2 0 0 円 

（ 生活保護受給者は無料）  

◇書類等の預かり サービス  

年間3 ,0 0 0 円（ 月額2 5 0 円）  

問合せ 
岡崎市社会福祉協議会 岡崎市成年後見支援センタ ー （ 岡崎市社会福祉センタ ー３ 階）  

電話 4 7 -8 7 6 0   FA X 4 7 -8 7 5 3  
 

問合せ先 
長寿課 予防係（ 福祉会館１ 階 1 9 番窓口）  

電話 2 3 -6 8 3 7   FA X 2 3 -6 5 2 0  
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３  高齢者のための支援・ 助成制度 

○特殊詐欺対策装置購入費補助金 

内容 対象者 

振込め詐欺など の特殊詐欺の手口は、悪質で

巧妙化し ていま す。 被害の未然防止のため、

6 5 歳以上の方を対象に『 特殊詐欺対策装置』

の購入費を補助し ま す。  

※ 申請額が予算額に達し た場合は、 受付を

終了し ま す。  

市内に住所を有し 、居住し ている 6 5 歳以上の高齢者で、

以下のいずれかに該当する 方 

① ひと り 暮ら し の高齢者 

② 高齢者のみで構成さ れる 世帯の構成員 

③ 日中に住居に高齢者のみと なる こ と が 

常態である 世帯の高齢者 

問合せ先  
防犯交通安全課 生活安心係（ 東庁舎３ 階）  

電話 2 3 -6 5 2 5   FA X 2 3 -6 5 7 0   

○自転車乗車用ヘルメ ッ ト 着用促進事業費補助金 

内容 対象者 

自転車乗車中の被害軽減及び死亡事故の抑止を 図る た

め、自転車乗車用に製造さ れた新品のヘルメ ッ ト の購入

費の一部を補助し ま す。  

※ 申請額が予算額に達し た場合は、受付を終了し ま す。 

市内に住所を有し 、以下のいずれかに該当す

る 方 

①満 7 歳～満 1 8 歳になる 児童・ 生徒等 

②満 6 5 歳以上になる 高齢者 

問合せ先 
防犯交通安全課 交通安全係（ 東庁舎３ 階）  

電話 2 3 -6 3 4 0   FA X 2 3 -6 5 7 0  

○高齢者補聴器購入費補助金 

身体障がい者手帳の交付対象になら ない、 軽・ 中等度難聴の高齢者に対し て、 補聴器購入費の 

一部を 補助し ま す。 補聴器の購入前に、 長寿課にご相談く ださ い。  

※ 申請額が予算額に達し た場合は、 受付を終了し ま す。  

問合せ先 
長寿課 地域支援係（ 福祉会館１ 階 1 9 番窓口）  

電話 2 3 -6 1 4 7   FA X 2 3 -6 5 2 0  

 

 

 

 

 



                                ３  高齢者のための支援・ 助成制度 

 

2 0  

 

○福祉車両の貸出（ 会員制）  

日常的な外出に車いすを利用し ている 方の病院や福祉施設、 公的機関の送迎や地域行事等の参加を含む

外出支援に福祉車両をお貸し し ま す。 車両貸出時には、 車いすを併せて貸出する こ と ができ ま す。  

貸出期間・ 回数 利用対象者 注意事項 

 期間  

月曜日～金曜日 

午前８ 時 3 0 分～午後５ 時 1 5 分 

（ 祝日法によ る 休日、  

1 2 月 2 9 日～１ 月３ 日を除く ）  

 

 回数  

月２ 日ま で（ １ 泊２ 日可）  

◇使用料は無料 

※ 社協指定のガソ リ ンス タ ンド で 

ガソ リ ンを満タ ンにし て返却 

（ 現金は不可）  

市内在住の介護認定を 受けて

いる 高齢者、 肢体不自由と し

て障がい者認定を 受けている

身体障がい者（ 児） 及び、医師

の診断を受け一時的に車いす

が必要な方 

※ 運転は交通法令を遵守し  

安全運転を行える 家族等 

以下の場合は利用不可 

◇個人以外 

◇介護保険法、 障害者総合支援

法に基づく サービス での利用 

 

※ 詳細については事前に 

お問い合わせく ださ い。  

問合せ先 

岡崎市社会福祉協議会（ 岡崎市社会福祉センタ ー1 階）  

電話 4 7 -7 9 5 5  FAX 4 7 -8 7 5 3  

岡崎市社会福祉協議会額田支所（ 樫山町）  

電話 8 2 -2 2 6 8   FA X 8 2 -3 7 0 6  

○車いすの貸出 

病気やケガなど によ り 、 一時的に車いすが必要になった方に、 車いすを無料でお貸し し ていま す。  

台数に限り があり ま すので、 事前に電話でご予約く ださ い。  

※ 介護保険、 障がい福祉制度が原則優先と なり ま す。  

対象者 利用期間 

岡崎市内在住で、 在宅生活の方 
短期利用： １ 週間以内 

長期利用： 最長３ カ月以内 

問合せ先 

岡崎市社会福祉協議会（ 岡崎市社会福祉センタ ー1 階）  

電話 4 7 -7 9 5 5  FAX 4 7 -8 7 5 3  

岡崎市社会福祉協議会額田支所（ 樫山町）  

電話 8 2 -2 2 6 8   FA X 8 2 -3 7 0 6  
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○ひと り 暮ら し 高齢者等緊急通報シス テム 在宅福祉サービス  

内容 対象者 

在宅（ 自宅） で生活をする 方に、  

2 4 時間体制の専門業者につながる  

緊急通報装置を無償で設置・ 貸与 

◇専門業者によ る 対応内容 

・ 緊急時における 救急車の手配、 協力員への

支援要請 

・ 専門業者から 月１ 回電話で安否確認 

・ 健康相談にも 対応 

〈 緊急通報装置の例〉  

 

 

 

 

 

       固定型         無線型  

※ 補足事項 

・ 電話料金、 電気代等は利用者負担 

・ 固定電話回線の状況によ り 、 使用でき る  

装置が異なり ま す 

①～③すべての条件に該当する 方 

① 6 5 歳以上のひと り 暮ら し の方 

② 以下の既往症・ 疾患・ 障がい等によ り 、 緊急な救護

を必要と する 状態に陥る 可能性が高い方 

ア 心疾患 

イ  脳血管疾患の既往があり 、 再発の可能性がある  

（ 脳梗塞・ 脳出血等）  

ウ  呼吸困難に至る おそれのある 呼吸器疾患等 

エ 転倒時に自力では救援要請が困難と 予測さ れる  

体幹・ 下肢・ 神経疾患等 

③ 緊急時に、自宅・ 勤務先から 本人宅へ 6 0 分以内で 

駆けつけでき る 方が２ 人いる  

 

※ その他の疾患等によ り ②と 同等の状態に陥る 可能

性が高い場合や、 同居の親族等が緊急時に救援要

請が困難な疾患等をお持ちの方は、  

対象と なる 場合も あり ま すので 

ご相談く ださ い。  

 

 利用を始める には  

・ 長寿課へ申請書類の提出が必要です。  

 詳細は、 長寿課にお問い合わせいただく か、 市ホームページにてご確認く ださ い。  

・ 申請は、 窓口に直接、 ま たは郵送にて受け付けていま す。  

 

 受付ス ケジュ ール  

〈 窓口申請の場合〉         〈 郵送申請の場合〉  

受付日 利用決定日  受付日（ 必着）  利用決定日 

１ 日～1 5 日 1 6 日  １ 日～2 5 日 翌月 1 日 

1 6 日～月末 翌月１ 日  2 6 日～月末 翌月 1 6 日 

 

 提出の代行  

地域包括支援センタ ー（ P3 3 、3 4 ）ま たはケアマネジャ ーが申請書類の提出を代行する こ と ができ ま す。  

 

問合せ先 
長寿課 地域支援係（ 福祉会館１ 階 1 9 番窓口）  

電話 2 3 -6 1 4 7   FA X 2 3 -6 5 2 0  

申請書類はこ ちら  
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○ひと り 暮ら し 高齢者見守り 配食サービ ス  在宅福祉サービス  

内容 配達時間 

◇１ 日１ 食、 昼食ま たは夕食の手渡し によ る 安否確認 

◇１ 月１ 日～1 月３ 日を除き 利用可 

◇安否確認ができ ない場合は事業者から 緊急連絡先へ連絡 

◇自己負担額 3 5 0 円 

◇昼食  ９ 時 3 0 分～1 3 時 

◇夕食  1 5 時～1 9 時 

※ 時間指定不可 

ひと り 暮ら し 高齢者配食サービス の対象と なる 方の要件（ Ａ ・ Ｂ ど ちら にも 該当）  

A ． 本人の要件 
◇7 5 歳以上のひと り 暮ら し で非課税の方 

 住民票でひと り 暮ら し の方（ 世帯分離は不可）  

B． 緊急連絡先 
緊急時に、 自宅・ 勤務先から 利用者宅へ 6 0 分以内に駆けつける こ と

ができ る 方が２ 人（ 緊急連絡先者の同意書必要）  

 利用を始める には  

・ 長寿課へ申請書類の提出が必要です。  

詳細は、 長寿課へお問い合わせいただく か、 市ホームページにてご確認く ださ い。  

・ 申請は、 窓口に直接、 ま たは郵送にて受け付けていま す。  

 利用決定ス ケジュ ール  

〈 窓口申請の場合〉               〈 郵送申請の場合〉  

 提出の代行  

地域包括支援センタ ー（ P3 3 、3 4 ）ま たはケアマネジャ ーが申請書類の提出を代行する こ と ができ ま す。  

 

※ 事業者の一覧及び連絡先は、 次のページで紹介し ていま す。  

 

※ 業者変更する 場合 

事業者変更は、 翌月から になり ま す。 利用月の途中での変更はでき ま せん 

  変更月の前月１ ５ 日ま でに長寿課地域支援係へ必ず電話連絡く ださ い。  

 

 

 

 

 

 

 

受付日 利用決定日 利用開始可能日  受付日（ 必着）  利用決定日 利用開始可能日 

１ 日～1 0 日 1 1 日 1 5 日  １ 日～2 5 日 翌月１ 日 翌月５ 日 

1 1 日～2 0 日 2 1 日 2 5 日  2 6 日～月末 翌月 1 1 日 翌月 1 5 日 

2 1 日～月末 翌月１ 日 翌月５ 日     

問合せ先 
長寿課 地域支援係（ 福祉会館１ 階 1 9 番窓口）  

電話 2 3 -6 1 4 7   FA X 2 3 -6 5 2 0  

申請書類はこ ちら  
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ひと り 暮ら し 高齢者見守り 配食サービス  事業者別食事の形態一覧  

（ 令和７ 年４ 月１ 日時点）  

事 業 者 名 
あり がと う  

サービス  
てんじ ん 

宅配ク ッ ク  

1 2 3  

ま ごこ ろ弁当 

岡崎店 

ラ イ フ デリ  

知立店 

ま ごこ ろ弁当 

西岡崎店 

ワ タ ミ の 

宅食 

所 在 地 大和町 山綱町 上和田町 稲熊町 知立市 細川町 
若松東 

上里 

電 話 3 4 -1 3 8 9  4 8 -4 1 9 0  5 7 -2 5 0 0  6 5 -5 5 3 1  
（ 0 5 6 6 ）  

9 1 -2 5 0 2  

4 5 -8 7 1 0  
（ 0 1 2 0 ）  

3 2 1 -5 1 0  

Ｆ  A  X 8 3 -5 9 5 8  4 8 -4 1 9 1  5 7 -2 5 1 0  6 5 -5 5 3 2  4 5 -8 7 1 1  なし  

食
事
の
形
態 

一般食 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

刻み食 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

おかゆ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

おにぎり  ○    ○   

ミ キサー食    〇 ○   

やわら か食   ○  ○   

惣菜のみ 5 0 円引き  1 0 0 円引き  5 0 円引き  5 0 円引き  5 0 円引き  6 0 円引き  値引き なし  

ご飯の 

大盛り ・ 小盛り  

大盛り  

無料 

大盛り  

5 0 円増 

大盛り  

無料 

大盛り  

5 0 円増 

大盛り  

6 0 円増 

大盛り  

7 0 円増 
なし  

特
別
食 

ムース 食  

なし  

○ ○ ○ ○ 

なし  

透析食  ○ ○ ○  

糖尿病食 ○ ○ ○   

腎臓病食 ○ ○ ○ ○  

カロ リ ー 

調整食 
○ ○ ○ ○ ○ 

カロ リ ー・  

塩分調整食 
○ 〇 ○   

塩分調整食 ○  ○   

たんぱく  

調整食 

 ○ ○  ○ 

たんぱく ・  

塩分調整食 
 〇    

心臓病食 ○     

消化に 

やさしい食 
 ○    

高血圧食 ○     

※ 特別食は料金が加算さ れる ため、 各事業者にご確認く ださ い。  



                                ３  高齢者のための支援・ 助成制度 

 

2 4  

 

ひと り 暮ら し 高齢者見守り 配食サービス  事業者別配食区域一覧 

（ 令和７ 年４ 月１ 日時点）  

事 業 者 名 
あり がと う  

サービス  
てんじ ん 

宅配ク ッ ク  

1 2 3  

ま ごこ ろ弁当 

岡崎店 

ラ イ フ デリ  

知立店 

ま ごこ ろ弁当 

西岡崎店 

ワ タ ミ の 

宅食 

配
食
区
域
（
小
学
校
区
） 

梅園・ 根石 

愛宕・ 連尺 
○  ○ ○ ○ ○ ○ 

井田・ 広幡 ○ 昼食のみ ○ ○ ○ ○ ○ 

六名・ 三島 

竜美丘 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

常磐    ○ ○ ○ ○ 

常磐東  昼食のみ  ○  ○  

常磐南    ○  ○  

羽根・ 小豆坂 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

城南 ○ 昼食のみ ○ ○ ○ ○ ○ 

岡崎・ 上地 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

福岡 ○  ○ ○ ○ ○ ○ 

男川 ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○ 

美合・ 緑丘 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

竜谷 ○ ○ ○ ○   ○ 

藤川・ 山中  ○ ○ ○   ○ 

本宿  ○ ○    ○ 

生平  夕食のみ      

秦梨  夕食のみ  ○    

豊富・ 夏山 

宮崎・ 形埜 

下山 

 要問合せ      

岩津 

大樹寺 
○ 昼食のみ ○ ○ ○ ○ ○ 

恵田  昼食のみ  ○  ○ ○ 

大門 ○  ○ ○ ○ ○ ○ 

細川 ○  ○ ○  ○ ○ 

奥殿    ○   ○ 

矢作南・ 矢作西 ○  ○  ○ ○ ○ 

矢作東・ 矢作北 ○  ○ ○ ○ ○ ○ 

北野 ○  ○  ○  ○ 

六ツ 美 

中部・ 南部 
○  ○  ○ ○ ○ 

六ツ 美 

北部・ 西部 
○ 昼食のみ ○ ○ ○ ○ ○ 
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○国民健康保険・ 後期高齢者医療 

給付の種類 内容 

高額療養費 

同じ 月にかかった医療費の自己負担額の合計が、 限度額を超えた場合、 申請によ り

高額療養費と し て差額を支給し ま す。  

※ 該当者には診療月のおおむね３ カ月後に通知し ま す。 申請時に医療機関の領収

書が必要と なる 場合があり ま すので、領収書は大切に保管し ておいてく ださ い。 

（ 後期高齢者医療制度加入の方はおおむね４ カ月後）  

※ 限度額や計算の仕方は、 年齢や世帯構成、 所得によ って異なり ま す。  

※ 入院時食事代や差額ベッ ド 代など 、 保険適用と なら ない自費分は対象外です。  

自己負担額の 

限度額適用 

一つの医療機関で同じ 月内の医療費の支払い（ 食事及び自費分を除く ） が、 世帯の

所得に応じ た限度額ま でにと ど めら れま す。  

・ マイ ナ保険証をお持ちの方 

マイ ナ保険証を提示し 、 高額療養費制度の利用に同意 

・ マイ ナ保険証のない方 

「 限度額適用認定証（ 後期高齢者医療制度加入の方は任意記載事項（ 限度額） の 

ある 資格確認書）」 の交付を申請 

※ 限度額適用認定証の交付には要件がある ため、 事前にご相談く ださ い。  

入院時の 

食事代等の減額 

世帯全員が市民税非課税の場合は、 上記の限度額適用によ って、 入院時の食事代等

の減額も 受ける こ と ができ ま す。ま た、過去 1 2 カ月（ 非課税の期間に限る ） で 9 0

日を 超える 入院がある 場合は、 申請によ り 、 更に減額を受ける こ と ができ ま す。  

特定疾病 

① 人工透析を 実施する 慢性腎不全、 ② 血友病、 ③ 血液凝固因子製剤に起因する  

HIV 感染症 の治療について、申請によ り １ カ月の医療費の自己負担限度額が１ つ

の医療機関につき 1 0 ,0 0 0 円（ 7 0 歳未満の上位所得者は①のみ 2 0 ,0 0 0 円） に

軽減さ れま す。 申請には医師の証明書が必要です。  

高額介護 

合算療養費 

１ 年間（ 毎年８ 月１ 日～翌年７ 月 3 1 日） に負担し た医療保険の自己負担額と 介護

保険の介護（ 予防） サービ ス の利用者負担額の合計が一定の基準額を 超えた場合、

申請によ り 高額介護合算療養費と し て各保険者から 支給し ま す。  

その他の給付 

次のよ う な場合、 申請によ り 費用の一部を払い戻し し ま す。  

◇医師の指示によ り コ ルセッ ト 等の治療用装具を購入し たと き  

◇やむを得ない理由によ り 保険証等を 提示せずに受診し たと き  

◇治療上緊急性があり 、 医師の指示によ り 移送さ れたこ と が認めら れたと き  

◇短期の海外旅行中に治療を受けたと き  

問合せ先 

国民健康保険の方 
国保年金課 給付係（ 東庁舎１ 階 1 0 番窓口）  

電話 2 3 -6 1 6 9   FA X 2 7 -1 1 6 0  

後期高齢者医療の方 
医療助成室 高齢者医療係（ 東庁舎１ 階 1 1 番窓口）  

電話 2 3 -6 8 4 1   FA X 2 7 -1 1 6 0  
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○障がい者医療費助成（ 身体・ 精神）  

内容 対象者 

◇申請によ り 障がい者医療費 

受給者証を交付し ま す。  

 

◇対象者に対し て保険診療によ

る 医療費の一部負担金を 助成

し ま す。  

 

※ 個室使用料、 文書料など の保

険のき かな い費用や入院時

食事代について は助成の対

象と なり ま せん。  

以下の①～⑥のいずれかに該当する 方 

① 身体障がい者手帳１ 級から ３ 級の方 

② 身体障がい者手帳４ 級の腎臓機能障がいの方 

③ 身体障がい者手帳４ 級から ６ 級の進行性筋萎縮症の方 

④ 療育手帳 A 判定ま たは B 判定を受けている 方（ IQ5 0 以下）  

⑤ 自閉症状群（ 高機能自閉症及びアス ペルガー症候群を含む） と 診

断さ れた方 

⑥ 精神障害者保健福祉手帳１ 級から ３ 級で自立支援医療（ 精神通

院） の認定を受けている 方（ 長期入院等によ り 認定を 受けら れな

い方を除く ）  

※ ３ 級の方は障害厚生年金３ 級 1 3 号と 同程度以上の障がいと  

認めら れる 方 

 

※ 6 5 歳以上で一定の障がいのある 方は、 後期高齢者医療保険に 

加入する こ と で後期高齢者福祉医療費助成が受けら れま す。  

問合せ先 
医療助成室 福祉医療係（ 東庁舎１ 階 1 1 番窓口）  

電話 2 3 -6 1 4 8   FA X 2 7 -1 1 6 0  

 

○後期高齢者福祉医療費助成 

内容 対象者 

◇申請によ り 後期高齢者

福祉医療費受給者証を

交付し ま す。  

 

◇対象者に対し て 保険診

療によ る 医療費の一部

負担金を助成し ま す。  

 

※ 個室使用料、 文書料な

ど の保険のき かない費

用や入院時食事代につ

いては助成の対象と な

り ま せん。  

以下のア～ウ のいずれかに該当する 方 

 

ア 上記の障がい者医療費助成制度（ 身体・ 精神） の①～⑥のいずれかに 

該当する 方 

※ 6 5 歳以上で一定の障がいのある 方は、後期高齢者医療への加入が必要

です。  

 

イ  ひと り 暮ら し の方で、 以下の A ～C のすべてに該当する 方 

A  市民税が非課税 

B 税法上の扶養に入っていない 

C 隣接地等に親族がおら ず、 経済的な援助を受けていない 

 

ウ  ねたき り ま たは認知症の方で、 以下の A ・ B のど ちら にも 該当する 方 

A  要介護４ ま たは５ と 認定さ れてから ３ カ月以上経過し ている  

B 本人及び生計維持者の市民税が非課税 

問合せ先 
医療助成室 福祉医療係（ 東庁舎１ 階 1 1 番窓口）  

電話 2 3 -6 1 4 8   FA X 2 7 -1 1 6 0  
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○固定資産税の減額措置（ 住宅のバリ アフ リ ー改修）  

新築日から 1 0 年以上経過し た住宅について、 一定の要件を満たすバリ アフリ ー改修工事完了から ３ カ月

以内に申告し た場合、 工事完了の翌年度分の固定資産税額を、 1 0 0 ㎡ま でを限度に３ 分の１ 減額し ま す。 

対象と なる 要件 

１  次のいずれかの方が居住さ れている 住宅 

① 6 5 歳以上の方（ 工事完了し た翌年の１ 月１ 日現在）  

② 要介護認定・ 要支援認定を受けている 方 

③ 障がい者手帳を交付さ れている 方 

２  バリ アフ リ ー改修工事費から 助成金等を差引いた自己負担額が 5 0 万円を超える こ と  

３  住宅の床面積が 5 0 ㎡以上 2 8 0 ㎡以下である こ と  

※ 必要書類、対象と なるバリ アフリ ー改修工事等詳細は、右上の QR コ ード から 確認するこ と ができ ます。 

問合せ先 
資産税課 家屋１ 係（ 東庁舎３ 階）  

電話 2 3 -6 0 9 7   FA X 2 3 -6 0 9 6  

○高齢者等住宅確保要配慮者の家賃債務保証制度 

高齢者世帯、障がい者世帯、子育て世帯、外国人世帯等の方が賃貸住宅に入居する 際の家賃債務等を保証

し 、 連帯保証人の役割を担う こ と で、 賃貸住宅への入居を支援する 制度です。  

内容 

対象住宅 高齢者住宅財団と 家賃債務保証制度の利用に関する 基本約定を締結し ている 賃貸住宅 

対象世帯 
◇高齢者世帯 ◇障がい者世帯 ◇子育て世帯 ◇外国人世帯 

◇解雇等によ る 住居退去者世帯 ◇登録住宅（ セーフティ ネッ ト 住宅） 入居者世帯 

保証の対象 

保証限度額 

◇滞納家賃         ⇒ 月額家賃の 1 2 カ月分相当 

◇原状回復費用及び訴訟費用 ⇒ 月額家賃の９ カ月分相当 

保証料 ２ 年間の保証の場合、 月額家賃の 3 5 ％（ 最低保証料 1 0 ,0 0 0 円）  

問合せ先 

一般財団法人 高齢者住宅財団 

電話 0 1 2 0 -6 0 2 -7 0 8  

ホームページアド レ ス  h ttp s://w w w .ko u ju u za i.o r.jp / 
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○敬老祝金の贈呈 

多年にわたり 社会に貢献さ れた長寿者の方々に対し 、 市から 敬老祝金を贈呈し 、  

感謝の意を表する と と も に長寿をお祝いし ま す。  

対象者 敬老祝金 

数え 1 0 0 歳以上の方 

※ ９ 月１ 日現在において市内に住所を有し 、  

かつ住民基本台帳に登録さ れている こ と  

◇金額： 1 0 ,0 0 0 円 

◇1 0 0 歳以上： ８ 月中に市から 通知を お送り し ま すの

で、 確認・ 返送し てく ださ い。  

問合せ先 
長寿課 施策係（ 福祉会館１ 階 1 9 番窓口）  

電話 2 3 -6 1 4 9   FA X 2 3 -6 5 2 0  

 

○家具転倒防止金具の取付 在宅福祉サービ ス  

※申請額が予算額に達し た場合は受付を終了し ま す。  

内容 対象者 利用する には 

地震によ る 家具の転倒事 

故を防ぐ ため、 転倒防止 

の金具を無料で取り 付け 

◇１ 世帯１ 回限り  

（ 市内転居の場合は、 再申請可）  

◇５ 家具以内（ 冷蔵庫を含む）  

※ テレ ビ、 電子レ ンジは対象外 

◇Ｌ 字型金具ま たはベルト 式器具

を使用し て固定 

①～⑤のいずれかに該当する 方 

① 6 5 歳以上の高齢者のみの世帯 

② 要介護３ ～５ の認定を受けている  

③ 6 5 歳以上で生活保護を受けて 

いる  

④ 身体障がい者手帳１ ・ ２ 級、 療育

手帳Ａ 判定の交付を受けている  

⑤ 精神障害者保健福祉手帳１ 級の

交付を 受けている  

・ 申請書類の提出（ 窓口ま

たは郵送） が必要です。 

 

 

 

 

・ 詳細は、お問い合わせい

ただく か、市ホームペー

ジにてご確認く ださ い。  

問合せ先 

・  

申請先 

対象者①～③の方 
長寿課 地域支援係 

（ 福祉会館１ 階 1 9 番窓口）  

電話 2 3 -6 1 4 7   

FA X 2 3 -6 5 2 0  

対象者④の方 
障がい福祉課 障がい１ 係 

（ 福祉会館１ 階 1 7 番窓口）  

電話 2 3 -6 1 1 3   

FA X 2 5 -7 6 5 0  

対象者⑤の方 
障がい福祉課 障がい２ 係 

（ 福祉会館１ 階 1 7 番窓口）  

電話 2 3 -7 6 7 4   

FA X 2 5 -7 6 5 0  

 

 

 

 

 

申請書類はこ ちら  
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○おかざき シルバー支援隊（ 困り ごと 支援型訪問サービ ス ）  

暮ら し の中で感じ る 「 ちょ っ と し た困り ごと 」 を、 有償ボラ ンティ アが解消する サービス です。  

※ 在宅で生活さ れている 方が対象です。  

対象者 内容 費用 

◇要支援 1 ・ ２ の方  

◇事業対象者（ P8 ）  

◇上記以外の高齢者及び障がい者 

庭掃除、 買物代行、 除草、 洋服の 

入替など 

※ １ 時間以内にでき る 作業に限る  

１ 回 1 ,5 0 0 円 

（ １ 時間以内）  

問合せ先 
シルバー人材センタ ー 本部（ 岡崎市社会福祉センタ ー２ 階）  

電話 4 7 -7 3 8 0   FA X 4 7 -7 3 8 5  

○さ わやか収集 

内容 対象者 

家庭ごみを週１ 回、

玄関先ま で収集に

伺いま す。  

ひと り 暮ら し で以下の①・ ②のいずれかに該当し 、 独力でのごみ出し が困難な方 

① 6 5 歳以上で要支援２ ま たは要介護の認定を受けている 方 

② 身体障がい者手帳・ 精神障害者保健福祉手帳・ 療育手帳・  

特定医療費受給者証のいずれかをお持ちの方 

問合せ先 
ごみ対策課 収集係（ リ サイ ク ルプラ ザ３ 階）  

電話 2 5 -5 3 7 9   FA X 2 5 -8 1 5 3  

※ 利用手続き の流れ等については、 ごみ対策課収集係ま でお問い合わせく ださ い。  

申込書（ FA X・ 電子申請可） 提出後職員が自宅を訪問し 、 状況を確認の上実施の可否を決定し ま す。 

  親族やヘルパーによ る 生活支援、 ま たは地域の中でお手伝いいただく 方があれば、 お手伝いいただく

方でのごみ出し を優先し てく ださ い。  
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４  地域における 高齢者の支援 

○学区福祉委員会によ る 「 高齢者支援活動」  

学区福祉委員会と は、「 困っ たと き はお互いさ ま 」「 向こ う 三軒両隣」 の感覚で、 小学校区ごと に地域の福

祉課題に取り 組む自主的・ 自立的なボラ ンティ ア組織です。  

声をかけ合い、 見守り をする ための「 ひと り 暮ら し 高齢者等への見守り 訪問」 や 

「 誰も が集える 居場所づく り （ サロ ン）」 など、 地域の実情に合わせて活動し ていま す。  

問合せ先 
岡崎市社会福祉協議会 （ 岡崎市社会福祉センタ ー3 階）  

電話 4 7 -8 7 5 1   FAX 4 7 -8 7 5 3  

○老人ク ラ ブによ る 「 友愛訪問活動」  

老人ク ラ ブでは、 ひと り 暮ら し 高齢者や寝たき り 高齢者を訪問し て、  

話し 相手になったり 、 励ま し たり 、 安否確認をし たり する 友愛訪問活動を行っていま す。  

問合せ先 
各地域の老人ク ラ ブ ま たは 老人ク ラ ブ事務局（ 福祉会館１ 階 1 9 番窓口）  

電話 2 3 -6 1 5 3   FAX 2 3 -6 5 2 0  

○高齢者見守り 支援事業 

市と 民間事業者が協定を結び、 事業者が業務活動を 通じ て見守り 等を 実施する こ と で、 孤立死や虐待を

防止する と と も に高齢者が安心し て暮ら し 続ける こ と ができ る 地域づく り を目指し ま す。  

民間登録事業者（ 例）  見守り 支援内容（ 例）  

◇新聞配達所 ◇金融機関 ◇新聞等が数日分たま っている  ◇洗濯物が取り 込ま れていない 

問合せ先 
長寿課 地域支援係（ 福祉会館１ 階 1 9 番窓口）  

電話 2 3 -6 1 4 7   FAX 2 3 -6 5 2 0  

○ひと り 暮ら し 高齢者等実態調査（ 登録）  

災害や病気等の不測の事態、 将来介護等が必要になっ た場合に関係機関と 連携し 、 迅速に対応する ため

に緊急連絡先等の登録ができ ま す。 ま た、 平常時の地域における 見守り にも 活用し ま す。  

対象者 調査・ 登録の方法 

一定の要件に該当する  

高齢者の方 

年に１ 回、 民生委員が訪問によ り 調査・ 登録を行いま す。  

上記調査のほか、登録希望者本人、親族、地域包括支援センタ ー（ P3 3 、3 4 ）

から の申出によ り 登録する こ と ができ ま す。  

問合せ先 
長寿課 地域支援係（ 福祉会館１ 階 1 9 番窓口）  

電話 2 3 -6 1 4 7   FAX 2 3 -6 5 2 0  
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○災害時避難行動要支援者支援制度 

大規模災害時に一人では避難でき ず、 支援が必要な方（ 避難行動要支援者） が、 地域で見守ってく れる

地域支援者に自分の情報を出し ても 良いと いう 条件で市に登録し ま す。  

登録後、 市で登録者の情報を 整理し て登録者名簿を 作り 、 地域支援者にお渡し し ま す。  

[地域支援者]： 防災防犯協会、 民生委員児童委員、 学区福祉委員会、 その他地域で定めた支援者 

登録対象者 

① 6 5 歳以上のひと り 暮ら し 高齢者 ⑤ 在宅で第１ 種知的障がい者 

② 6 5 歳以上の高齢者のみの世帯の方 ⑥ 精神障がい者、 難病患者で一定の支援が必要な方 

③ 在宅で介護保険要介護３ ・ ４ ・ ５ の認定者 ⑦ 戦傷病者手帳をお持ちの方 

④ 在宅で第１ 種身体障がい者 ⑧ 上記①～⑦に準ずる 方など  

※ 施設入所さ れている 方は登録でき ま せん。（ 障がい者グループホームを除く ）  

 地域支援者によ る 見守り の実施  

◇災害発生時、 予想時に危険が迫っている こ と の連絡 

◇避難行動要支援者と 一緒に避難する など の支援 

◇日頃から 見守り 活動や地域福祉活動のために利用 

 

 あんし ん見守り キーホルダー  

災害時避難行動要支援者支援制度に登録さ れた方に、番号のついた「 あんし ん見守り キーホルダー」 をお

渡し し ま す。 キーホルダーを普段から 身につけていただく こ と で、 災害時避難行動要支援者が外出先で

意識を 失っ た場合や認知症のために保護さ れた場合など の緊急時に、 警察や消防本部が本人確認及び緊

急連絡を迅速に行える よ う になり ま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

登録には申請が必要です。 詳細は以下ま でお問い合わせく ださ い。  

問合せ・ 申請先 担当課 電話 FA X 

制度全般について 福祉政策課   （ 東庁舎１ 階 1 5 番窓口）  2 3 -6 8 5 1  7 3 -1 7 5 0  

①② 高齢者 長寿課    （ 福祉会館１ 階 1 9 番窓口）  2 3 -6 1 4 7  
2 3 -6 5 2 0  

③ 要介護認定者 介護保険課  （ 福祉会館１ 階 1 9 番窓口）  2 3 -6 6 8 3  

④ 身体・ 知的障がい者 

障がい福祉課 （ 福祉会館１ 階 1 7 番窓口）  

2 3 -6 1 1 3  

2 5 -7 6 5 0  ⑤ 精神障がい者 

  難病患者の方 
2 3 -6 1 8 0  

⑥⑦ 戦傷病者 福祉政策課   （ 東庁舎１ 階 1 5 番窓口）  2 3 -6 8 5 1  7 3 -1 7 5 0  
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5  高齢者に関する 相談窓口 

○民生委員への相談 

民生委員は、ひと り 暮ら し 高齢者など の身近な福祉の相談や支援をし ていま す。ひと り で悩ま ずに、各地

域の民生委員に相談し ま し ょ う 。 行政と 市民と のパイ プ役と し て、 適切なアド バイ ス をし ていま す。  

なお、各地域に担当の民生委員が決めら れており ま すので、民生委員を お知り になり たい方は、福祉政策

課ま でご連絡く ださ い。  

問合せ先 
福祉政策課 活動支援係（ 東庁舎１ 階 1 5 番窓口）  

電話 2 3 -6 8 6 4   FA X 7 3 -1 7 5 0  

 

○高齢者虐待の相談 

近年、 高齢者虐待が増加し ており 、 社会問題と なっ ていま す。  

介護を し ている 方が心身と も に疲労し 、 追い詰めら れ、 自覚のないま ま に虐待を し ている こ と も 少なく

あり ま せん。 高齢者虐待は誰にでも 起こ り う る 身近な問題です。  

身のま わり で以下のよ う な行為が行われている 場合、 担当の地域包括支援センタ ー（ P3 ３ 、 3 ４ ） へ相

談し てく ださ い。  

 

※ 相談者の秘密は守ら れま す。 生命の危険を 感じ る 場合は警察（ １ １ ０ 番） へ通報を ！！ 

 

高齢者虐待の区分 虐待例 

身体的虐待 

叩く 、 蹴る 、 つねる 、 ベッ ド などに縛り つける  

無理やり 食事を口に入れる  

意図的に薬を過剰に与える  など 

介護や世話の 

放棄・ 放任 

（ ネグレ ク ト ）  

不衛生な部屋のま ま にし てある  

食事や水分を十分に与えない 

必要な医療や福祉サービス を 受けさ せない 

心理的虐待 
怒鳴る 、 ののし る 、 悪口を言う  

口をき かない、 無視をする  

性的虐待 
失禁の罰と し て下半身を裸で放置する  

性行為の強要 

経済的虐待 
必要な金銭を渡さ ない、 使わせない 

本人の年金・ 預貯金を本人の意思に反し て使用する  

 

地域包括支援センタ ーでは、 介護負担の増大や家庭事情など の虐待要因の解消に向けた支援を 行い、 虐

待が起こ ら ないよ う な体制づく り を行っていき ま す。  
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○地域包括支援センタ ー 

岡崎市が設置する 高齢者のための相談窓口です。 医療・ 介護・ 福祉など の関係機関と 協力し て、  

地域の皆さ んの支援を行っており ま す。 訪問も し ていま すので、 ま ずはお電話でご相談く ださ い。  

※ お住ま いの地域で担当があり ま す。  

◇高齢者の健康・ 生活・ 介護   ◇消費生活相談 

◇権利擁護、 成年後見制度    ◇高齢者虐待に関する 相談 

※ 地域福祉センタ ー内のま ちのふく し サポート 室（ ま ちサポ） は、 高齢者に限ら ない地域の身近な相

談窓口を目指し ていま す。  

名称 住所 
電話 

FA X 

担当区域 

（ 小学校区）  

中央地域福祉センタ ー 

（ ま ちサポ併設）  
岡崎市梅園町寺裏５ 番地１  

2 5 -3 1 9 9  

2 5 -7 7 1 3  
梅園 

ひな 岡崎市日名南町 2 0 番地３  
6 5 -8 5 5 5  

6 6 -0 7 3 2  
広幡・ 井田 

岡崎東 岡崎市洞町字向山 1 6 番地２  
8 4 -5 0 0 3  

8 4 -5 0 3 7  

根石・ 男川・  

生平・ 秦梨 

真福 岡崎市真福寺町神田 1 0 0 番地１  
6 6 -2 6 6 7  

6 6 -2 6 7 7  

常磐南・ 常磐東・  

常磐 

社会福祉協議会 岡崎市康生通南３ 丁目 5 6 番地 
2 3 -1 1 0 5  

2 3 -7 8 2 0  
愛宕 

竜美 岡崎市竜美西１ 丁目９ 番地１  
5 5 -0 7 5 1  

7 1 -7 4 5 2  
三島・ 竜美丘 

さ く ら の里 岡崎市中岡崎町 1 2 番地９  
2 2 -3 0 3 0  

2 2 -2 7 0 0  
六名・ 連尺 

なのはな苑 岡崎市福岡町四反田 2 6 番地 
5 7 -8 0 8 7  

5 7 -8 0 9 9  
岡崎・ 福岡 

ス ク エアガーデン 岡崎市羽根町中田 3 4 番地 
5 7 -1 1 3 3  

5 7 -0 1 3 3  
羽根・ 城南 
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名称 住所 
電話 

FA X 

担当区域 

（ 小学校区）  

ふじ  岡崎市美合町下長根２ 番地１  
5 5 -0 1 9 2  

5 5 -6 5 9 8  
上地・ 小豆坂 

高年者センタ ー岡崎 

（ ま ちサポ併設）  
岡崎市美合町下長根２ 番地１  

5 5 -8 3 9 9  

5 5 -0 1 0 5  
美合・ 緑丘 

北部地域福祉センタ ー 

（ ま ちサポ併設）  
岡崎市岩津町西坂 5 4 番地１  

4 5 -1 6 9 9  

4 5 -8 7 9 1  

恵田・ 奥殿・  

細川・ 岩津 

さ く ら  岡崎市堂前町２ 丁目２ 番地 1 8  
7 3 -3 3 7 7  

7 3 -3 3 3 9  
大樹寺・ 大門 

やはぎ苑 岡崎市上佐々木町大官 4 9 番地 
3 4 -2 3 4 5  

4 7 -7 0 3 9  
矢作南 

西部地域福祉センタ ー 

（ ま ちサポ併設）  
岡崎市宇頭町小薮 7 0 番地１  

3 2 -0 1 9 9  

3 4 -3 2 1 2  
矢作東・ 矢作西 

はし め 岡崎市橋目町恵香 1 8 番地１  
3 3 -5 6 1 0  

3 3 -5 6 0 5  
矢作北・ 北野 

南部地域福祉センタ ー 

（ ま ちサポ併設）  
岡崎市下青野町天神 7 8 番地 

4 3 -6 2 9 9  

4 3 -6 7 8 1  

六ツ 美北部・  

六ツ 美西部 

むつみ 岡崎市合歓木町上郷間 3 3 7 番地１  
5 7 -6 2 8 8  

4 3 -0 2 0 1  

六ツ 美中部・  

六ツ 美南部 

東部地域福祉センタ ー 

（ ま ちサポ併設）  
岡崎市山綱町中柴１ 番地 

4 8 -8 0 9 9  

4 8 -8 0 9 6  

竜谷・ 藤川・  

山中・ 本宿 

額田福祉総合相談窓口 

（ ふく ま ど ）  
岡崎市樫山町山ノ 神 2 1 番地１  

8 2 -3 1 2 9  

8 2 -3 1 3 9  

豊富・ 夏山・ 宮崎 

形埜・ 下山 

問合せ先 
ふく し 相談課 地域支えあい係（ 福祉会館１ 階 1 ８ 番窓口）  

電話 2 3 -6 9 8 6   FA X 2 3 -7 9 8 7  
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○市・ 県など 関係機関の相談窓口等 

相談種目 担当部署等 電話 相談日 

消
費
生
活 

消費生活センタ ー（ 市）  消費生活センタ ー 2 3 -6 4 5 9  
月曜日～金曜日（ ※）  

９ 時～1 6 時 

消費者ホッ ト ラ イ ン 
対応可能な窓口を 

ご案内し ま す。  

1 8 8  

（ いやや！）  

原則毎日 

1 2 月 2 9 日～１ 月３ 日 

を除く  

心
の
健
康
に
関
す
る
こ
と 

精神疾患等、 精神保健に 

関する 相談 

（ 面接要予約）  

保健所 健康増進課 2 3 -6 7 1 5  
月曜日～金曜日（ ※）  

９ 時～1 6 時 

あいちこ こ ろ 

ほっ と ラ イ ン 3 6 5  

愛知県 

精神保健福祉センタ ー 

0 5 2 - 

9 5 1 -2 8 8 1  

毎日 

９ 時～2 0 時 3 0 分 

介
護
・
高
齢
者
医
療 

◇介護保険制度 

◇要介護認定 

介護保険課 審査係 

      調査係 

2 3 -6 6 8 3  

2 3 -6 6 8 4  

月曜日～金曜日（ ※）  

８ 時 3 0 分～1 7 時 1 5 分 

◇介護保険サービス  

◇住宅改修 
介護保険課 給付係 2 3 -6 6 8 2  

◇介護保険料 介護保険課 保険料係 2 3 -6 6 4 7  

◇介護予防 長寿課 予防係 2 3 -6 8 3 7  

高齢者在宅福祉サービス  長寿課 地域支援係 2 3 -6 1 4 7  

後期高齢者医療 
医療助成室 

高齢者医療係 
2 3 -6 8 4 1  

貸
付 

生活福祉資金 

く ら し 資金 

岡崎市社会福祉協議会 

サービ ス センタ ー 
2 3 -8 9 3 8  

生
活
困
窮 

経済的なお悩みなど 生活

困窮状態から の早期自立

に向けた相談 

ふく し 相談課 

ほっ と サポ ート おか

ざき  

2 3 -6 2 9 2  

生
活
保
護 

国が定める 最低限度の生

活を 保障する ために必要

な生活保護に関する 相談 

生活福祉課  

保護総務係 
2 3 -6 1 5 8  

法
律
な
ど 

法律・ 税金・ 不動産 

相談など（ 面接のみ）  

防犯交通安全課 

市民相談係 
2 3 -6 4 9 2  

月曜日～金曜日（ ※）  

1 3 時～1 6 時 

開催日など詳し く は 

お問い合わせく ださ い。  

※ 祝日、 年末年始（ 1 2 月 2 9 日から １ 月３ 日ま で） 除く  

 



                                   ５  高齢者に関する 相談窓口 

3 6  

 

○法テラ ス の相談窓口 

日本司法支援センタ ー愛知地方事務所三河支部 

相談種目 相談日時 担当・ 連絡先 備考 

法的ト ラ ブルの問合せ 

◇専門職員によ る 情報提供 

月曜日～金曜日 

９ 時～2 1 時 

土曜日 

９ 時～1 7 時 

（ 祝日除く ）  

法テラ ス ・ サポート ダイ ヤル 

0 5 7 0 -0 7 8 3 7 4  

PHS ・ IP 電話から は 

0 3 -6 7 4 5 -5 6 0 0  

◇予約不要 

◇利用料無料 

◇通話料は相談者

負担 

月曜日～金曜日 

９ 時～1 6 時 

（ 祝日除く ）  

法テラ ス 三河 

0 5 7 0 -0 7 8 3 4 2  

（ IP 電話 0 5 0 -3 3 8 3 -5 4 6 5 ）  

犯罪被害者が必要な支援を

受ける ための問合せ 

月曜日～金曜日 

９ 時～2 1 時 

土曜日 

９ 時～1 7 時 

（ 祝日除く ）  

法テラ ス ・ サポート ダイ ヤル 

犯罪被害者支援ダイ ヤル 

0 1 2 0 -0 7 9 7 1 4  

PHS ・ IP 電話から は 

0 3 -6 7 4 5 -5 6 0 1  

月曜日～金曜日 

９ 時～1 7 時 

（ 祝日除く ）  

法テラ ス 三河 

0 5 7 0 -0 7 8 3 4 2  

（ IP 電話 0 5 0 -3 3 8 3 -5 4 6 5 ）  

外国人向け法的ト ラ ブル 

の問合せ 

◇通訳を介し た情報提供 

月曜日～金曜日 

９ 時～1 7 時 

（ 祝日除く ）  

法テラ ス ・ 多言語情報 

提供サービス  

0 5 7 0 -0 7 8 3 7 7  

◇予約不要 

◇利用料無料 

◇通話料は相談者

負担 

◇通訳サービス  

弁護士によ る 無料法律相談 

毎週木曜日 

1 3 時～1 5 時3 0 分 

毎週水曜日 

1 0 時～1 2 時 

1 3 時～1 5 時3 0 分 

（ 祝日除く ）  
法テラ ス 三河 

0 5 0 -3 3 8 3 -5 4 6 5  

（ 予約： 平日９ 時～1 7 時）  

◇予約制 

◇資力要件あり  

◇同一案件につき  

３ 回ま で 

司法書士によ る 無料相談 

第１ ・ ３ 火曜日 

1 0 時～1 3 時 

（ 祝日除く ）  

弁護士によ る 外国人向け 

無料相談 

第１ ・ ３ 木曜日 

1 3 時～1 6 時 

（ 祝日除く ）  

◇予約制 

◇資力要件あり  

◇同一案件につき  

３ 回ま で 

◇通訳サービス  

（ 法テラ ス 三河： 市役所 西庁舎南棟１ 階）  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者のサービス ガイ ド  

 

発行年月 令和 7 年（ 2 0 2 5 年） ４ 月 

 

発 行 者 岡崎市（ 福祉部 長寿課 地域支援係）  

〒4 4 4 -8 6 0 1   

岡崎市十王町二丁目９ 番地 

岡崎市役所 長寿課 地域支援係 （ 福祉会館１ 階 1 9 番窓口）  

電話 0 5 6 4 -2 3 -6 1 4 7   

FA X 0 5 6 4 -2 3 -6 5 2 0  

 


